
2024.9 市報 ぎょうだ

　令和7年1月から運行開始予定の行田市乗合型AIオン
デマンド交通の運賃（案）について、市民の皆さんから広
く意見を募集します。

▶募集期間　9月2日㈪～ 13日㈮
▶閲覧場所　市政情報コーナー、南河原支所、市ホームページ
▶意見の提出が可能な方
　　　　　　⑴市内在住の方
　　　　　　⑵市内で事業を行っている方または団体など
　　　　　　⑶市内在勤・在学の方
　　　　　　⑷市に対して納税義務を有する方または団体など
　　　　　　⑸本案に利害関係を有する方または団体など
▶提出方法　 前項のうち該当する番号⑴～⑸と、個人の

場合は住所、氏名、電話番号、法人など団
体の場合は事務所の所在地、名称、代表者
の氏名、電話番号を明記の上（様式自由）、
持参、郵送、FAX、Eメールのいずれかの
方法で提出してください。【持参・郵送】
〒361―8601 行田市本丸2―5 行田市交
通対策課【FAX】556―2117【Eメール】
koutsu@city.gyoda.lg.jp

▶そ の 他　・電話や口頭での受け付けは行いません。
　　　　　　・個別での回答は行いません。
　　　　　　・ 個人を特定できないように編集し、概要

を市ホームページで公表します。
▶問い合わせ 同課地域交通担当（内線284）
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行政のお知らせ

北埼ダンボール工業株式会社と
災害時応援協定を締結しました

　8月2日、株式会社エンドユーザーと「地域連携協力に
関する包括連携協定」を締結しました。
市と同社は相互に連携を図り、双方の保有する資源を有

効に活用することで、空き家の利活用、地域経済の発展、
移住定住の促進、地域活性化などの諸分野で、活力ある地
域社会の形成に寄与します。市では、同社の幅広い知見な
どを活用し、さまざまな取り組みを実施していきます。

▶問い合わせ 企画政策課公民連携担当☎556―1113

株式会社エンドユーザーと「地域連携協力
に関する包括連携協定」を締結しました

協定を締結した渡邉代表取締役（左）と行田市長

　7月26日、北埼ダンボール工業株式会社と「災害等発
生時における物資の供給及び物資輸送拠点としての施設
等の利用に関する協定」を締結しました。
　この協定は、災害時において、ダンボール製品の供給
や物資の輸送拠点として会社施設の一部を利用させてい
ただくもので、避難所環境の向上や早期の物資提供が図
られます。

▶問い合わせ 危機管理課（内線281）

協定を締結した鈴木代表取締役（左）と行田市長

行田市スポーツ協会の新体制が発足しました

　行田市体育協会は、4月1日に「行田市スポーツ協会」
へと名称を変更し、7月10日から新体制となりました。
会長に行田市長、理事長に川上新一さん、副理事長に関
口尚子さん、小松裕幸さん、篠塚稔さん、長谷部謙一さ
んが就任しました。
　同協会は、スポーツ振興と市民の体力向上を図り、健
康で明るいまちづくりに寄与することを目的に、さまざ
まな活動をしていきます。

▶問い合わせ スポーツ振興課(内線5317)

左から篠塚さん、小松さん、川上さん、行田市長、関口さん、長谷部さん

移住定住コンシェルジュを配置しました

　市の最重要課題である人口減少に歯止めをかけ、本市
への移住定住の促進を図るため、専門の担当員として8
月1日付けで古川今日子さんを移住定住コンシェルジュ
に任用しました。
　市では、移住定住コンシェルジュを中心に、移住定住
に関する施策を効率的・効果的に進めていきます。

▶問い合わせ 企画政策課企画政策担当（内線308）

移住定住コンシュルジュに任用した古川さん（左）と行田市長

高齢者インフルエンザ予防接種・新型コロナワクチン予防接種
　令和6年度以降の新型コロナワクチン予防接種は、高齢
者インフルエンザ予防接種と同様に、65歳以上の高齢者
と60歳から64歳までの重症化リスクの高い方を対象に
Ｂ類疾病の定期接種として実施されます。
▶対　　象　次のいずれかに該当し、接種を希望される方
　　　　　　①接種日現在65歳以上の方
　　　　　　② 接種日現在60歳以上65歳未満の方で、心

臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺
の日常生活活動が極度に制限される程度の
障害を有する方およびヒト免疫不全ウイル
スにより免疫の機能に日常生活がほとんど
不可能な程度の障害を有する方

▶接種期間　10月1日㈫～令和7年1月31日㈮
▶接種回数　各種１回
▶自己負担金  高齢者インフルエンザ予防接種：1,000円、

新型コロナワクチン予防接種：3,300円
　　　　　　 (生活保護受給世帯の方、特定中国残留邦人

などで支援給付を受けている方は免除)
▶持 ち 物　 自己負担金、マイナンバーカードや健康保険

証など生年月日と住所が確認できるもの、対
象②の方は身体障害者手帳、生活保護受給世
帯の方は受給証、特定中国残留邦人などで支
援給付を受けている方は本人確認証

▶そ の 他　指定医療機関に必ず予約をしてください。
▶申し込み　 指定医療機関に直接申し込みをし、医療機関

から配布される予診票をご利用ください。市
外での接種を希望される方は予約前に健康課
へご連絡ください。なお、予防接種の接種券
および予診票などの個人通知はありません。

▶問い合わせ 健康課☎553―0053

▶指定医療機関一覧

医療機関名 電話番号
高齢者
インフル
エンザ

新型
コロナ
ワクチン

赤井胃腸科 553―2233 〇 〇

荒木医院 559―3102 〇 〇

石井クリニック 555―3519 〇

いわね内科クリニック 554―1313 〇

加藤内科医院 556―3253 〇 〇

川島胃腸科 553―0001 〇 〇

河本耳鼻咽喉科 555―2626 〇 〇

行田協立診療所 556―4581 〇 〇

壮幸会行田総合病院 552―1111 〇 〇

行田中央総合病院 553―2000 〇 〇

栗原医院 556―2272 〇 〇

小林内科医院 552―0362 〇 〇

さかつめ内科医院 553―5202 〇 〇

たけうち呼吸と内科のクリニック 553―7700 〇 〇

なすクリニック 550―4000 〇 〇

根本医院 555―1261 〇 〇

ハピネス診療所 559―0082 〇 〇

古田整形外科医院 553―5221 〇

松原医院 553―6700 〇 〇

南川げんきクリニック 554―8835 〇 〇

やまかわ内科クリニック 564―1488 〇 〇

行田市乗合型AIオンデマンド交通の
運賃（案）について意見を募集します

　市では、令和7年1月から乗合型のAIオンデマンド交
通の運行を開始予定です。この新しい交通システムが、
市民の皆さんに広く親しまれ、長く愛されるよう愛称を
募集しています。奮ってご応募ください。

▶募集期間　9月16日㈪まで
▶作品の規定 ・覚えやすく、親しみやすいもの
　　　　　　・応募者の創作で未発表のもの
　　　　　　・公序良俗に反しないもの
▶応募方法　各施設(市役所受付、南河原支所、児童交

通公園内管理棟、中央公民館、各地域公民
館)で配布している応募用紙（市ホームペー
ジからダウンロード可）に名称、名称の説明、
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を
明記の上、同施設に設置している応募箱に
投函、郵送、Eメール、行田市電子申請・
届出サービスのいずれかの方法により提出
してください。【郵送】〒361―8601 行田
市本丸2―5 行田市交通対
策課地域交通担当【Eメール】
koutsu@city.gyoda.lg.jp)

▶選考方法　事務局で候補を選定し、投票に
より決定します。

▶賞および記念品　
　　　　　　最優秀賞1点、1万円相当の行田市特産品
▶そ の 他　 満18歳未満の方は、保護者の同意を得た

上で応募してください。
▶問い合わせ 同課地域交通担当(内線284)

行田市乗合型AIオンデマンド
交通の愛称を募集しています

電子申請


